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国
際
的
な
重
複
訴
訟
に
関
す
る
一
考
察

矢

徹

吹

雄

目

次

一

序

論

ニ
諸
外
国
の
判
例
と
通
説

三
我
国
の
判
例
と
学
説

四

検

討

五

結

論序

ョ
自問

国
内
の
あ
る
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
事
件
と
同
一
の
事
件
に
つ
い
て
国
内
の
他
の
裁
判
所
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
こ
の
訴
訟
は

適
法
か
否
か
と
い
う
問
題
が
重
複
訴
訟
の
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
渉
外
的
な
法
律
関
係
を
め
ぐ
る
紛
争
で
は
、

同
一
事
件
に
つ
い
て
二
か
国
以
上
の
国
が
国
際
裁
判
管
轄
を
有
し
、
こ
か
国
以
上
の
国
の
裁
判
所
に
同
一
事
件
の
訴
訟
が
係
属
す
る
こ
と
が
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説

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
外
国
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
係
属
が
内
国
の
裁
判
所
で
考
慮
さ
れ
る
か
否
か
、
内
国
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
が
外

国
判
決
の
承
認
に
何
ら
か
の
影
響
を
与
え
る
か
否
か
が
国
際
的
な
重
複
訴
訟
に
関
す
る
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。

論

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
国
際
的
な
重
複
訴
訟
に
関
す
る
問
題
の
う
ち
、
外
国
裁
判
所
に
す
で
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
係
属
中
の
事
件
と
同

一
の
事
件
に
つ
い
て
我
国
の
裁
判
所
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
た
場
合
、
我
国
の
裁
判
所
は
こ
の
訴
え
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
べ
き
か
、
則
ち
、

こ
の
訴
え
を
適
法
な
も
の
と
し
て
本
案
の
審
理
を
続
行
す
べ
き
か
、
園
内
に
お
け
る
重
複
訴
訟
の
場
合
と
同
様
に
不
適
法
な
も
の
と
し
て
却

下
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
方
法
を
講
ず
べ
き
か
と
い
う
問
題
(
「
外
国
訴
訟
係
属
の
承
認
」
の
問
題
)

を
検
討
す
る
。

本
稿
で
は

ま
ず
第
一
に
諸
外
国
、
特
に
西
ド
イ
ツ
及
び
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
・
通
説
を
概
観
し
、
次
に
我
国
の
判
例
・
学
説
を
概
観
し
、
最
後
に
こ
の
問

題
に
関
す
る
私
の
検
討
を
行
な
う
。

諸
外
国
の
判
例
と
通
説

西
ド
イ
ツ
の
民
訴
法
は
三
二
八
条
で
外
国
判
決
の
承
認
を
規
定
し
、
二
六
一
条
で
訴
訟
係
属
の
抗
弁
を
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

西
ド
イ
ツ

二
六
一
条
は
直
接
的
に
は
内
国
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
の
抗
弁
を
規
定
し
、
外
国
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
が
内
国
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
と
同
じ
く

(
1〉

抗
弁
と
な
る
か
否
か
は
解
釈
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
芳
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
、
判
例
は
今
世
紀
当
初
に
は
外
国
裁
判
所
の
訴
訟
係
属

も
そ
の
訴
訟
に
お
い
て
言
渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
判
決
が
ド
イ
ツ
で
承
認
さ
れ
る
場
合
は
内
国
訴
訟
係
属
と
同
様
に
抗
弁
と
な
る
こ
と
を
認
め

(
2
V

〈

3
〉

今
日
に
い
た
っ
て
い
る
。
通
説
も
こ
の
判
例
の
見
解
を
支
持
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
「
国
際
法
に
一
般
に
行

円

4
〉

な
わ
れ
て
い
る
法
原
則
」
と
言
い
、
呂
町
江
氏
は
内
国
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
に
よ
り
第
二
の
内
国
訴
訟
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
を
正
当
化
す
る

ハ
5
V

理
由
が
外
国
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
の
場
合
に
も
あ
て
は
ま
る
と
し
、
巧

5
2
2岳
は
外
国
判
決
が
承
認
さ
れ
る
場
合
は
論
理
的
に
外
国
訴
訟

北法31(3-4・1.272)1204 



〈

6
V

係
属
も
芳
慮
さ
れ
る
と
主
張
す
る
。
出
与
∞
n
r
a仏
は
、
訴
訟
係
属
と
判
決
効
と
は
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
外
国
判
決
が
承
認
さ
れ
る
場
合
は

〈

7
)

そ
の
訴
訟
手
続
も
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
外
国
訴
訟
で
言
い
渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
判
決
が

承
認
さ
れ
う
る
と
考
え
る
か
で
あ
る
が
、
連
邦
最
高
裁
判
所
は
東
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
が
問
題
と
な
っ
た
事
件
で
、
予
期
さ
れ
る

判
決
が

Z
P
O
三
二
八
条
又
は

E
G
B
G
B
三

O
条
に
も
と
づ
い
て
承
認
さ
れ
な
い
確
証
が
な
い
限
り
既
に
東
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
に
係
属
し

〈

8
)

て
い
る
訴
訟
係
属
は
芳
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
示
し
た
。
そ
の
後
、
学
説
は
外
国
判
決
の
承
認
に
対
す
る
重
大
な
疑
い
の
な
い
限

り
外
国
に
お
け
る
訴
訟
係
属
は
ド
イ
ツ
の
裁
判
所
で
顧
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
、
こ
の
見
解
が
通
説
的
見
解
と
な
っ
引
さ
ら

に
、
出
回
σ回
口
宮
正
は
、
外
国
裁
判
所
が
管
轄
を
有
し
、
外
国
法
が
判
決
の
承
認
に
つ
い
て
相
互
性
の
保
証
を
有
す
る
場
合
、
特
に
外
国
判
決

〈
国
)

が
承
認
さ
れ
な
い
事
実
が
立
証
さ
れ
な
い
限
り
外
国
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
は
顧
慮
さ
れ
る
と
す
る
。

外
国
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
は
そ
の
訴
訟
で
言
渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
判
決
が
承
認
さ
れ
う
る
場
合
に
内
国
裁
判
所
で
顧
慮
さ
れ
る
と
い
う
判

国際的な重複訴訟に関する一考察

例
・
通
説
の
立
場
は
、
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
l
ス
ト
リ

l
、
ギ
リ
シ
ャ
、
オ
ラ
ン
ダ
と
締
結
さ
れ
た
外
国
判
決
の
承
認
及
び
執
行
に
関
す
る
条
約

(
u
v
 

に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。

(

1

)

回目『∞
nraι
・
2
0ロー
-
w
a
r
巴
胆
ロ
田
区
ロ
《
出
血
円
『
刊
司
河
骨
n
r
z
r位口問ぽ}同町一円何日ロ
o
g
h
r
2
4
2
m
F
U
F
O
H
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苫向日目白
J

M
吋白血押印
n
r
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門
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E
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E
n
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N
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旧
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2
)
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m
O
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門
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H
N
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H
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説

最
近
の
学
説
で
通
説
に
反
対
し
外
国
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
は
承
認
さ
れ
な
い
と
す
る
唯
一
の
学
説
は

ω
n
z
s
o
の
学
説
で
あ
る
。
∞
口
E
H
N
O
は、

そ
の
根
拠
と
し
て
Z
P
O
二
六
三
条
(
一
九
七
一
年
改
正
前
の
訴
訟
係
属
の
抗
弁
に
関
す
る
規
定
)
は
内
国
二
重
訴
訟
の
規
定
で
あ
り
、
外
国
法
と
の

比
較
か
ら
も
通
説
の
見
解
が
抽
穣
陣
立
さ
れ
た
国
際
法
の
原
則
で
あ
る
と
主
一
雪
吉

な
重
複
訴
訟
か
ら
判
例
の
抵
触
が
生
ず
る
か
否
か
予
見
し
得
な
い
し
、
外
国
判
決
の
承
認
の
判
断
は
一
般
に
本
案
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
判
断
よ
り
裁

判
所
に
負
担
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

Z
』当

5
8・
ω・
区
間
田
町
-
u
m
m
r色
白

N
2・∞
-
N
S
同町・

(
4
)
Z』当

g
g
-
H
C
ω

同・

(
5
〉
河
芯

N-21・
日
ロ
円
相
円
ロ
胆
巴
D
ロ
丘
四
国

N
-
i】同
UHONmwmwmw同
-mnry

∞-AH印一
ω
同・

ハ
6
)
g
o
n
S
O
W
L
-
〉
巴
・

2
8
3
叩

ωN
∞
〉
同
・

(

7

)

同
与
∞

n
Z
E
(
限
己

ω・
品
目
吋
・

(
8
)
Z
当

sgw
∞-
H
O
ω

・

(
9
)
ω
n
E
E
R・
2
d司
S
E
-
ω
・∞∞一

mast開門
m-∞
n
r
gダ

O℃
-
n
F
ω
・
2
由・

ハ
叩
)
国
曲
目
】
凹

n
r
2仏
"
N
E円
四

R
C円
]gFnrtm口
出
向
仏

O同
月

和

n
r
z
r位
ロ
包
凹

r
a件
。
一
ロ

σ回
目
=
田
富
田
門
出
回

nrnロ
〈

O円
同
白
『
円

σロ
タ

HN曲目】
O
Z
N
ω
同
(
回
申
品
叶

)
ω
-
N日
h
p

同町・・
N
白日・

(
日
)
た
だ
し
、
イ
ギ
リ
ス
及
び
ス
イ
ス
と
の
聞
の
条
約
に
は
外
国
訴
訟
係
属
の
承
認
に
関
す
る
規
定
を
含
ん
で
い
な
い
。

論

一一イギ
リ
ス
の
裁
判
所
は
、
不
公
平
(
互

g
z
g
)
を
阻
止
す
る
た
め
に
イ
ギ
リ
ス
の
訴
訟
を
中
止
す

gは
む
し
、
あ
る
い
は
外
国
の
訴
訟
の
開

ハ
ロ
〉

始
又
は
続
行
を
差
止
に
よ
り
妨
げ
る
固
有
の
管
轄
権
を
有
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
管
轄
権
の
行
使
は
高
度
な
自
由
裁
量
に
委
ね
ら
れ
非

(
日
〉

常
に
慎
重
に
行
使
さ
れ
る
。
こ
の
管
轄
権
の
行
使
が
問
題
と
な
る
主
た
る
場
が
訴
訟
係
属
と
外
国
裁
判
所
の
専
属
的
裁
判
管
轄
の
合
意
の
場

(

M

)

 

合
で
あ
る
。

重
複
訴
訟
の
場
合
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
は
イ
ギ
リ
ス
の
訴
訟
を
中
止
す
る
か
、
外
国
の
訴
訟
の
開
始
及
び
続
行
を
差
止
め
る
か
、
あ
る

イ
ギ
リ
ス

北法31(3-4・ト274)1206



(mv 

い
は
原
告
に
イ
ギ
リ
ス
及
び
外
国
の
訴
訟
の
い
ず
れ
を
維
持
す
る
か
を
選
択
す
る
よ
う
に
命
ず
る
と
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
外
国
の
訴
訟

(
時
〉

の
続
行
を
差
止
め
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
執
行
が
岡
難
な
の
で
イ
ギ
リ
ス
の
訴
訟
の
中
止
と
い
う
方
法
が
選
択
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
イ
ギ
リ
ス
の
訴
訟
が
中
止
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
一
般
的
に
は
、
重
複
し
て
訴
訟
を
係
属
す
る
こ
と
が

苦
痛
あ
る
い
は
過
酷
合
員
己

5
5
2
0宅
5
3
4る
で
あ
る
場
合
に
訴
訟
の
中
止
が
命
ぜ
ら
れ
る
と
言
え
る
。
そ
う
し
て
、
判
例
・
学
説

は
、
こ
の
一
般
原
則
の
適
用
に
あ
た
り
事
件
を
、
イ
ギ
リ
ス
の
訴
訟
と
外
国
の
訴
訟
で
原
告
が
共
通
な
事
件
(
共
通
原
告
事
件
)
と
イ
ギ
リ

(
げ
)

ス
の
訴
訟
と
外
国
の
訴
訟
と
の
問
で
原
告
と
被
告
が
逆
に
な
っ
て
い
る
事
件
(
逆
当
事
者
事
件
)
に
類
型
化
し
て
芳
え
て
い
る
。

〈
刊
日
)

共
通
原
告
事
件
で
も
単
に
外
国
に
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
と
い
う
事
を
も
っ
て

S
M
g
-
6
5
0円
。
右
足
師
団
苛
巾
で
あ
る
と
は
き
れ
な
い
。
そ

(

日

〉

(

刷

出

)

の
理
由
は
、
原
告
は
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
権
利
を
有
し
、
各
国
に
お
い
て
訴
訟
手
続
あ
る
い
は
救
済
内
容
が
異
な
り
、

(
幻
)

あ
る
い
は
執
行
の
た
め
に
二
重
に
訴
え
を
提
起
す
る
利
益
を
有
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
訴
訟
の
中
止
を
求
め
る

〈

辺

)

被
告
は
訴
訟
係
属
が

4
2阻ま
5
0円
0
3
3
8
2
m
で
あ
る
こ
と
の
特
段
の
事
情
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

逆
当
事
者
事
件
で
も
適
用

国際的な重複訴訟に関する一考察

さ
れ
る
一
般
原
則
は
共
通
原
告
事
件
と
同
じ
で
あ
る
が
、
逆
当
事
者
事
件
で
は
一
方
の
訴
え
を
中
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
訴
訟
の
原
告

ハ
幻
〉

を
彼
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
残
り
の
訴
訟
に
閉
じ
込
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
共
通
原
告
事
件
よ
り
も
中
止
に
対
し
慎
重
と
な
る
。
イ
ギ

(
M
C
 

g
・
E
2
5
B
E
E町
内

3
4
'
∞O
ロ
吾
〉

S
R
F
n
g
g
2
2
事
件
で

リ
ス
の
裁
判
所
の
中
止
に
対
す
る
態
度
を
よ
く
示
し
た
も
の
と
し
て
、

の∞
8
3
F
・
』
・
の
「
削
そ
の
他
の
点
で
は
適
法
で
あ
れ
ば
、

便
宜
の
単
な
る
バ
ラ
ン
ス
は
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
訴
え
を
提
起
す
る
利
益
を
原

告
か
ら
奪
う
充
分
な
根
拠
と
な
ら
な
い
。
国
王
の
裁
判
所
に
近
づ
く
権
利
は
安
易
に
拒
否
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
∞
中
止
を
正
当
化
す
る
た

め
に
は
二
つ
の
条
件
が
み
た
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
は
積
極
的
条
件
で
あ
り
、
残
り
の
一
つ
は
消
極
的
条
件
で
あ
る
。
伸
被
告
は

裁
判
所
に
対
し
訴
訟
が
彼
に
と
っ
て

4
a
$
5
5
2
0
3円
g
g認
で
あ
る
か
、

そ
の
他
の
方
法
で
裁
判
所
の
手
続
の
濫
用
で
あ
る
が
故
に
訴

訟
の
続
行
が

E
y
a
w刊
で
あ
る
こ
と
を
納
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
制
中
止
が
原
告
に
対
す
る

同ロ』ロ由↓門戸口市

の
原
因
に
な

北法31(3-4・ト275)1207



説

〈
お
)

ら
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
両
者
の
立
証
責
任
は
被
告
に
あ
る
o
」
と
い
う
言
葉
が
引
用
さ
れ
て
き
た
。

(
M
m
〉

七
三
年
に
な
っ
て
、
寸
宮
〉
苦

E
W
∞
昨
日
事
件
で
貴
族
院
の
多
数
意
見
は
、
言
語
片
山
。

5
0円
。
右
足
回
田
町
巾
と
い
う
言
葉
は
指
針
で
あ
り
、
従

と
こ
ろ
が
、

5命

来
よ
り
も
よ
り
自
由
に
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
に
訴
え
る
権
利
は
、
管
轄
が
正
当
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
限
り

外
国
人
聞
の
事
件
で
あ
っ
て
も
容
易
に
否
定
さ
れ
る
べ
ぎ
で
な
い
が
、
裁
判
所
は
原
告
の
利
益
と
被
告
の
不
利
益
を
比
較
衡
量
す
べ
き
で
あ

る
と
判
示
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
訴
訟
の
中
止
を
認
め
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
↓

z↓
巳
冊
目
、
三
内

g
事
件
で
∞

B
ロ円四
O
ロ
判
事
は
、

「
他
の
訴

た27訟
。)カi

外
国

係
属
し
て
し、

る
と
し、

フ
事
実

複
数
の
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
事
実
は
被
告
の
不
利
益
と
し
て
考
慮
さ
れ
な
い
」

と
判
示
し

結
局
、
イ
ギ
リ
ス
法
で
は
、
重
複
訴
訟
が
被
告
に
と
っ
て

2
M阻
止

0
5
2
0
3円
g
包
詰

所
は
内
国
訴
訟
の
中
止
、

で
あ
る
こ
と
を
被
告
が
立
証
し
た
場
合
に
裁
判

イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
は

外
国
訴
訟
の
続
行
の
差
止
あ
る
い
は
い
ず
れ
か
を
選
択
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
が
、

円
四
品
〉

4
2巳
-
0
5
2
。
℃
胃

gaag
で
あ
る
と
判
断
す
る
こ
と
に
消
極
的
で
あ
り
、
特
に
逆
当
事
者
事
件
で
イ
ギ
リ
ス
の
訴
訟
が
中
止
さ
れ
る
こ

(m) 

と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
最
近
に
な
っ
て
、

4
2即位。一
5
2
0右
足
留
守
司
と
い
う
言
葉
を
よ
り
ゆ
る
や
か
に
解
釈
し
よ
う
と
い

う
動
き
が
で
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
事
実
が
あ
れ
ば
話
M注目。
5
2
0
3
5
8
2仰
と
判
断
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
の
一
般
的
傾
向

も
存
在
し
な
い
。

(
ロ
)
玄
O
門
司

2・。。ロ
2
5
0
h
H
L
2
5
N
E
E
-
(回申∞
O
)

円y
∞斗

uu-na
回ロ門同宗
o
a
p
o国
各
刊
の
。
ロ

2-n件
。
同
戸
担
当
p
g
r
a
-
(
回申叶ω)円
y
N
5・

〔

日

〉

ζ
円
出
町
田
『
可
〈
目
戸
町
三
回
(
同
∞
∞
M
)
M
M

の
r
・り

ωミ
-
A
D白

U
H
u
m
百
三
曲
ロ
の
ロ
白
岡
M
O
{
U
0
4

切
。
口
}
っ
き
]
舎
心
∞
∞
ω〉
M
u
n
}
M
・
D
・
M
M
U
・同
ω同一日出
a
H
F
'

ヨ
開
口
件
。
。
弓
o
g立
O

ロ
4
・
Z
oロF
R
E
E
Q由
品
目
〕
(
リ
『
ワ
-
H
0
・同日・

(
U
)
ζ
o
E
P
O
司・

n
t
・-司
E

ミ・

(
江
山
)
斗
『
刊
の
}
同
江
田
丘
田
口
印
r
o
H
m
(
同∞∞日一
)HCH》
U
・
HAF--
同日

NIH日ω
・

な
お
、
外
国
訴
訟
の
開
始
ま
た
は
統
行
の
差
止
命
令
が
可
能
な
の
は
、
そ
れ
が
外
国
裁
判
所
に
対
す
る
命
令
で
な
く
、
当
事
者
に
対
す
る
命
令
だ
か 九

北法31(3-4・ト276)1208



国際的な重複訴訟に関する一考察

ら
で
あ
る

(YA03z-OHM-
円山門
-wHY
∞
5
0

(
凶
)
、
叫
が
刊
の
}
回
同
町
田
江
田
口
∞
σ
0
円同町〈]戸∞∞叩)凶{)削
Y

0
・
]Fh2
・
回
目
M

]
戸内山
ω・

(
口
)
門
u
r
g
E
B
吉弘一

Z
R
H
F
H
J
-
g
S
E
R
B
怠
Oロ巳

F
S
F
H
O
P
E
-
(
Hミ
由
)
H
U
H
H
A
H
一]
ζ
o
E
P
O司・

2
グ
司
∞
寸

H
U
-
n
a・ζ
D
E
P
O
H
U
口Z
・

M
M
M同mu
玄
色
-
g
p
』

E
a
E
-
s
s
ι

宮
内
出
ロ
正
盟
国
2
0
t
o
p
門戸

8
8
5
?
の
・
「

ρ
・申
2
・

な
お
、
共
通
原
告
事
件
、
逆
当
事
者
事
件
と
い
う
表
現
は
玄

n
g
gロ
に
よ
る
。

(
刊

M
)

円
。
巳
回
口
回
同
回
目
門
戸
H
L
4・
(UOロ司円四回口・〔回申
A
W
S
M
〉
-
-
-
同
月
・
由
印
グ

g
h・

(川四)日『日仏・町内山串

v
p
w『
己
〈
広
口
の
ロ
回
目
。
。
0
・
4
・ロ
oロr君。
E
円(同∞∞
ω
)
M
ω
(リ
r
u
-
N
N日・

Mω0
・

(
加
)
宮
内
回
目
H
M
3
1
4
F開
耳
ぽ
(
同
∞
∞
M〉

M
M
n
F
0・
ω由寸・

AFCC-

(
幻
)
司
自

2
4
3ロ
の
ロ
田
口
O
《

U0・
4
・回
o
n
r
4
8
-
e・(同∞∞叫
)Nω
の
}M
・

o・
M
M
m
Y
M
ω
H
・

(
m
μ
)

目
。
ロ
ル
回
ロ
回
世
ロ
W
F包・

4
の
O
Z
4『
開
口
吋
〔
呂
田
由
〕

M
〉
-
戸
別
問
・
白
m
y
町田和・

〈
お
)
の
o
r
oロ
ぐ
-HNG岳
民
O
E
〔同由
H
S
H
阿ハ・切・

2
0・
品
広
・

(

M

)

門回申
ω∞
〕
同
相
内
・
∞

ω∞M
-

(
お
)
〔
Hmvω
由
一
}
回
目
ハ
・
∞
・

ω∞
M-ω
坦∞-

(叫山)〔
H由
-
芯
〕
〉
-
。
・

AFMW由・

事
案
は
、
ベ
ル
ギ
ー
で
オ
ラ
ン
ダ
の
コ
ン
テ
ナ
船
〉
神
宮
ロ
昨
日

n
g
R
号
と
オ
ラ
ン
ダ
船
及
び
ベ
ル
ギ
ー
船
が
衝
突
し
オ
ラ
ン
ダ
船
及
び
ベ
ル
ギ
ー
船

が
沈
没
し
た
事
故
で
、
ベ
ル
ギ
ー
船
の
所
有
者
が
ベ
ル
ギ
ー
の
裁
判
所
に
訴
を
提
起
し
、
ベ
ル
ギ
ー
船
の
所
有
者
及
び
オ
ラ
ン
ダ
船
の
所
有
者
(
原

告
)
の
申
立
に
よ
り
調
査
官
が
任
命
さ
れ
た
が
そ
の
調
査
報
告
は
〉
巴
何
回
目
江
口
怒
号
号
に
過
失
は
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
ベ
ル
ギ
ー

船
の
保
険
会
社
も
同
裁
判
所
に
訴
を
提
起
し
た
が
、
原
告
は
、
〉
己
吉
伸
民
自
民
号
が
リ
パ
プ
l
ル
に
入
港
す
る
と
本
訴

(
5
5
5訴
訟
)
を
提
起
し
、

被
告
は
差
押
を
避
け
る
た
め
令
状
の
送
達
に
同
意
し
担
保
を
提
供
し
、
本
訴
の
中
止
を
求
め
た
。
そ
の
後
、
ベ
ル
ギ
ー
船
の
荷
主
、
オ
ラ
ン
ダ
船
の
保

険
会
社
も
被
告
に
対
し
ベ
ル
ギ
ー
の
裁
判
所
で
訴
え
を
提
起
し
、
原
告
も
本
訴
が
中
止
さ
れ
た
場
合
に
時
効
の
適
用
を
回
避
す
る
た
め
ベ
ル
ギ
ー
の
裁

判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
重
複
訴
訟
の
事
件
で
は
な
い
が
、
一
九
七
八
年
に
富
田
ロ
ω宮
田
ロ
oロ
〈
岡
山
2
r
J
5
5
2
2白

E
L
事
件
(
〔
巴
詰
〕
〉
・
。
・

3
3
で
、
貴

族
院
の
多
数
意
見
は
、
。
官
官
g
a
a
S
R
S
M担昨日
0
5
と
い
う
言
葉
を
使
い
続
け
る
べ
き
で
な
い
。
特
別
な
広
い
そ
し
て
自
由
な
意
味
で
の
こ
の
言
葉

北法31(3-4・1.277)1209 



説

の
使
用
は
誤
り
を
導
く
こ
と
に
な
る
と
判
示
し
、

F
o
三
田
司
Hon-内
は

ω
8
3
F
-
』・の

ωH
・
2
2
5
同
口
弘

O
P
R田〈・
ω
O
E
F
〉

5
2
w
g
g
2
2

事
件
の
表
現
を
「

ω中
止
を
正
当
化
す
る
た
め
に
二
つ
の
条
件
が
み
た
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ひ
と
つ
は
積
極
的
な
も
の
で
あ
り
他
は
消
極
的
な

も
の
で
あ
る
。
同
被
告
は
裁
判
所
に
対
し
、
本
質
的
に
よ
り
少
な
い
不
便
又
は
費
用
で
当
事
者
間
に
正
義
が
行
な
わ
れ
る
被
告
が
服
す
べ
き
管
轄
裁
判

所
が
あ
る
こ
と
例
中
止
が
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
で
得
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
原
告
の
正
当
な
個
人
的
法
的
利
益
を
奪
わ
な
い
こ
と
を
納
得
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
ご
と
変
更
し
た
。

(
幻
)
〔
]
志
叶
斗
〕
回
目
、
-ou『門日

F
-
H
N
E
H
N
h
p
H
N
日1
・

〈却
)
M
V
h
v

日曲目
o
p
4
F
O
Hロ丘町
g
g
o
同
戸
山
田
司
nロ品目ロ曲

g
-ロ円相同
HHHHtoロ
曲
目
わ
ミ
己
噌
円
。
円
mw
門日ロ円タ

ω
n
田
ロ
円
同
町
田
間
三
回
ロ
∞
言
門
戸
お
曲
目
ロ
岡
、
回
・
2

(戸
市
V
4
0

〉叩
m
Y
H
V
・4
吋

は
イ
ギ
リ
ス
で
は
外
国
訴
訟
係
属
は
承
認
さ
れ
な
い
と
見
る
の
が
現
実
的
で
あ
る
と
す
る
。

(
却
)
イ
ギ
リ
ス
の
逆
当
事
者
事
件
の
多
く
は
、
外
国
で
の
給
付
訴
訟
に
対
し
イ
ギ
リ
ス
で
そ
の
債
務
不
存
在
の
確
認
を
求
め
る
も
の
で
な
く
、
外
国
で
の

給
付
訴
訟
の
基
礎
と
同
一
の
不
法
行
為
又
は
契
約
に
基
づ
き
給
付
訴
訟
を
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
に
提
起
す
る
も
の
で
、
我
国
の
内
国
重
複
訴
訟
に
関
す

る
判
例
・
通
説
の
立
場
か
ら
同
一
の
事
件
と
判
断
さ
れ
な
い
事
件
が
多
い
。
従
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
が
外
国
訴
訟
係
属
の
承
認
に
消
極
的
で
あ
る
と
断
言

す
る
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
。
海
老
沢
・
(
注
必
〉
二

0
ペ
ー
ジ
も
同
回
目
。

論

オ(三)

スそ
トの
リ他
l 誌の
、)諸

ス国
イ
ス2

(
認
〉

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、

(

お

〉

〈

川

品

)

ノ
ル
ウ
ェ
ー
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
通
説
は
ド
イ
ツ
の
判
例
・
通
説
と
同
じ
立
場
を
採
用
し
て

い
る
。

〔

お

〉

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
は
イ
ギ
リ
ス
の
判
例
と
同
様
の
立
場
を
と
る
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
と
異
な
り
広
く
訴
訟
の
中
止
を
認
め
る
。

ハ
泌
)

フ
ラ
ン
ス
法
の
立
場
は
出
向
げ
一
白
円
}
岡
市
一
門
戸

ω
n
r
e
R切

]ubugロ
に
よ
る
と
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、

一
九
世
紀

初
頭
に
破
段
院
が
外
国
訴
訟
係
属
の
承
認
を
拒
絶
し
て
以
来
、
判
例
・
通
説
は
フ
ラ
ン
ス
法
の
一
般
原
則
と
し
て
外
国
訴
訟
係
属
の
不
承
認

ハ
幻
〉

の
立
場
を
と
っ
て
き
た
。
そ
の
根
拠
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

ω事
件
係
属
の
抗
弁
に
関
す
る
規
定
は
、
フ
ラ
ン
ス
国
内
で
矛
盾
す
る

あ
る
い
は
妥
当
困
難
な
二
つ
の
判
決
が
な
さ
れ
る
危
険
を
回
避
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
り
、
こ
の
手
続
に
相
応
す
る
国
際
的
レ
ベ
ル
で
の
規

北法31(3-4・I・278)1210



定
が
欠
け
て
い
る
。

ωフ
ラ
ン
ス
で
は
外
国
判
決
の
承
認
の
た
め
に
裁
判
所
の
承
認
手
続
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
判
決
に
基
づ
い
て
初
め
て

外
国
判
決
の
効
力
が
認
め
ら
れ
る
の
で
外
国
判
決
と
内
国
判
決
の
抵
触
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
も
、
外
国
判
決
の
承
認
手
続
で
は
当
該
事
件

に
つ
い
て
事
実
認
定
及
び
法
律
適
用
の
両
国
で
再
審
査
さ
れ
、
フ
ラ
ン
ス
で
再
度
訴
え
を
提
起
す
る
の
と
か
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
外
国
判
決

を
取
得
し
た
者
も
外
国
判
決
の
承
認
を
求
め
る
か
再
度
訴
え
を
提
起
す
る
か
の
選
択
権
を
有
し
て
お
り
、
外
国
判
決
が
フ
ラ
ン
ス
で
の
再
訴

を
妨
げ
な
い
以
上
、
外
国
訴
訟
係
属
も
抗
弁
と
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
根
拠
は
、
破
段
院
が
一
九
六
四
年
一
月
七
日
判
決
で
外
国
判
決

の
承
認
手
続
で
外
国
判
決
の
実
質
的
再
審
査
を
許
さ
な
い
と
判
示
し
た
た
め
決
定
的
な
根
拠
と
は
な
ら
な
く
な
っ
た
。

ω国
際
裁
判
管
轄
が

先
に
訴
え
を
提
起
し
た
と
い
う
偶
然
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
好
ま
し
く
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
外
国
訴
訟
係
属
不
承
認
の
原
則
に
対
し
て
は
二
つ
の
例
外
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
-
は
、
外
国
と
の
条
約
で
実
質
的

な
再
審
査
な
く
し
て
外
国
判
決
の
承
認
・
執
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
こ
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
が
外
国
裁
判
所
で
訴
え
を
提

起
し
民
法
一
四
条
及
び
一
五
条
の
特
典
を
放
棄
し
た
後
に
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
は

厳
密
に
い
う
と
外
国
訴
訟
係
属
の
場
合
で
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
の
無
管
轄
の
場
合
で
あ
る
。

国際的な重複訴訟に関する一考察

フ
ラ
ン
ス
人
原
告
が
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
の
裁
判
を
受
け
る
権
利
を
排
除
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
考

え
と
外
国
判
決
承
認
手
続
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
今
日
こ
の
通
説
的
見
解
に
対
し
、
全
て
の
外
国
訴
訟
係
属
を
一

結
局
、

フ
ラ
ン
ス
の
通
説
は
、

律
に
無
視
す
る
こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
と
い
う
批
判
が
生
じ
て
い
る
。

イ
タ
リ
ア
は
、
民
事
訴
訟
法
三
条
に
明
文
を
も
っ
て
外
国
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
が
排
除
さ
れ
る

(お〉

こ
と
が
な
い
旨
規
定
し
て
い
る
。

裁
判
管
轄
お
よ
び
判
決
の
承
認
執
行
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
条
約
は
そ
の
二
一
条
に
、
同
一
当
事
者
聞
に
お
け
る
同
一
の
請
求
の

た
め
の
訴
え
が
別
異
の
締
結
国
の
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
と
き
は
、
後
の
受
訴
裁
判
所
は
当
該
事
件
に
つ
い
て
無
管
轄
を
言
渡
さ
な
け
れ
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説

ば
な
ら
な
い
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
り
国
際
的
な
重
複
訴
訟
を
禁
止
し
て
い
る
。

論

(ω
〉

白

血

Z
n
V冊
目
門
戸
ハ
時

H〉
ω
B
N
U
H
u
b
z
g
p
。目

u
-
n
F
同

y
U
W
0
・

(幻〉

ω口町民件
N
O
(
限

H
)
∞

Nω
∞
一
回
与
臼
口
宮
正
(
限
ご

ω
B
ω

一
g
v
g
p
o
u
-
n
X
J
司

-
g
-

〈
也
〉
句
色
曲
目

o
p
F丘
、
同
】
・
叶
斗
町
四
・

(

出

)

同

vhv-zopF-ι
・
"
匂
・
叶
叶
・

(

引

出

)

可

色

田

由

o
p
F
E
-

(
お
〉
巴
再
開
ロ
N
耳目

-mB』
即
日
『

S
F
P
F
4白
骨

O
F
Z
Z由江口口同
-
F
S
F
〈
o--
同

2
3
6
同

y
b・

(
日
四
)
出
血
『
田
口

Z
H
P
(仲
間

H
)
ω
-
z
u
ム
g
u
ω
n
E
R
0・
(
併
乙

ω-Mω
品

JNω
吋

山

E
H曲
目
。
口
、

8
a
f
B・
苫
t
立・

(
幻
〉
民
事
訴
訟
法
一

O
O条
な
い
し
一

O
七
条
。

(

叩

凶

)

可

色

白

白

D

P

O
匂

n-f
甘
斗
品
・

我
国
の
判
例
と
学
説

国
際
的
な
重
複
訴
訟
に
関
す
る
判
例
は
非
常
に
少
な
い
が
、
東
京
地
裁
昭
和
三

O
年
一
二
月
二
三
日
判
決
及
び
そ
の
控
訴
審
で
あ
る
東
京

〈

ω
一
v

高
裁
昭
和
三
二
年
七
月
一
八
日
判
決
は
民
事
訴
訟
法
一
三
二
条
に
い
う
「
裁
判
所
」
と
は
日
本
の
裁
判
所
を
意
味
し
外
国
の
裁
判
所
を
含
ま

(

H
叫
〉

な
い
と
判
示
し
、
大
阪
地
裁
昭
和
四
八
年
一

O
月
九
日
中
間
判
決
も
同
様
に
判
示
し
、
国
際
的
重
複
訴
訟
に
あ
た
る
か
ら
訴
え
を
却
下
す
べ

〈

H
M
)

き
で
あ
る
と
い
う
抗
弁
を
排
斥
し
た
。
い
ず
れ
も
下
級
審
の
判
決
で
は
あ
る
が
、
外
国
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
を
承
認
し
な
い
と
い
う
の
が
我

国
の
判
例
の
立
場
で
あ
る
と
言
え
る
。

学
説
の
多
く
は
民
訴
法
二
三
一
条
の
裁
判
所
と
は
内
国
裁
判
所
の
こ
と
で
あ
り
、
外
国
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
に
は
本
条
の
適
用
は
な
い
と

す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
斎
藤
秀
夫
教
授
は
「
外
国
の
裁
判
所
で
あ
れ
ば
わ
が
国
の
裁
判
権
は
及
ば
な
い
か
ら
」
と
説
明
し
て
い
る
。
し
か
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し
、
こ
れ
に
対
し
、
民
訴
法
一
三
二
条
の
裁
判
所
に
外
国
裁
判
所
を
含
ま
な
い
と
し
て
も
、
国
際
的
な
重
複
訴
訟
も
禁
止
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
と
い
う
見
解
も
有
力
に
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
例
え
ば
、
沢
木
教
授
は
、
国
際
社
会
に
お
け
る
既
判
カ
の
抵
触
の
発
生
の
防

止
と
い
う
国
際
主
義
的
な
要
請
と
国
家
法
秩
序
に
お
け
る
基
本
政
策
を
貫
徹
す
る
と
い
う
国
家
主
義
的
要
請
と
を
ど
の
よ
う
に
調
整
す
る
か

の
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
外
国
裁
判
所
に
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
判
決
が
日
本
で
承
認
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
と
き
は
、

ハM
明
〉

二
重
起
訴
は
許
さ
れ
な
い
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

国際的な重複訴訟に関する一考察

(
羽
〉
下
民
集
六
巻
一
二
号
二
六
七
九
ペ
ー
ジ
。

(

ω

)

下
民
集
八
巻
七
号
一
二
八
二
ペ
ー
ジ
。

ハ
叫
)
判
例
時
報
七
二
八
号
七
六
ペ
ー
ジ
。
事
案
は
プ
レ
ス
機
が
、
原
告
l
l
A
!被
告

(
A
の
子
会
社
で
米
国
法
人
)
l
B
と
い
う
経
路
を
経
て
C
会
社
に

販
売
さ
れ
使
用
中
、
同
社
の
従
業
員
D
が
負
傷
し
、

D
は
、
原
告
、
被
告
、

B
を
相
手
取
っ
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
ワ
シ
ン
ト
ン
州
の
裁
判
所
に
損
害
賠

償
請
求
訴
訟
を
提
起
し
、
被
告
は
い
わ
ゆ
る
第
三
者
原
告
と
し
て
原
告
に
対
し
右
訴
訟
に
敗
訴
し
た
場
合
に
求
償
を
請
求
す
る
旨
の
右
訴
訟
に
附
随
す

る
別
個
の
訴
訟
を
同
裁
判
所
に
提
起
し
た
。
そ
の
後
、
右
訴
訟
係
属
中
に
原
告
は
被
告
に
対
し
右
求
償
権
の
不
存
在
確
認
を
求
め
本
訴
を
提
起
し
た
も

の
で
あ
る
。
な
お
、
本
件
は
、
そ
の
後
、
ア
メ
リ
カ
で
求
償
権
を
認
め
る
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
、
そ
の
確
定
前
に
本
訴
で
原
告
勝
訴
の
判
決
が
言
い
渡

さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
判
決
、
本
訴
判
決
の
順
に
確
定
し
た
。
そ
こ
で
、
被
告
が
執
行
判
決
を
求
め
た
が
、
大
阪
地
裁
昭
和
五
二
年
二
月
二
二
日
判
決

(
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
六
一
号
一
一
一
六
ペ
ー
ジ
〉
は
、
我
国
の
確
定
判
決
が
あ
る
場
合
、
判
決
の
言
渡
、
確
定
の
前
後
に
関
係
な
く
外
国
判
決
は
公
序
に

反
し
承
認
さ
れ
な
い
と
判
示
し
た
。

(
必
)
東
京
地
裁
昭
和
四

O
年
五
月
二
七
日
判
決
(
判
例
タ
イ
ム
ズ
}
七
九
号
一
四
七
ペ
ー
ジ
)
も
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
裁
判
所
に
給
付
訴
訟
が
係
属
し
て

い
る
こ
と
を
認
定
し
な
が
ら
、
当
該
給
付
請
求
権
の
不
存
在
確
認
訴
訟
に
本
案
判
決
を
し
て
い
る
の
で
、
前
記
判
決
と
同
じ
立
場
を
と
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

(
日
叩
)
兼
子
一
・
篠
解
民
事
訴
訟
法
E
(昭
和
二
九
年
)
二
四
九
ペ
ー
ジ
、
菊
井
維
大
H
村
松
俊
夫
・
民
事
訴
訟
法

I
(昭
和
三
九
年
)
八
九
ペ
ー
ジ
、
斎

藤
秀
夫
・
注
解
民
事
訴
訟
法

ω
(昭
和
五

O
年
)
一
一
二
三
ペ
ー
ジ
、
越
川
純
吉
・
判
例
時
報
七
四
三
号
(
昭
和
四
九
年
)
一
四
四
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
林

脇
ト
シ
子
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
六
三
号
(
一
九
五
八
年
)
六
七
ペ
ー
ジ
、
三
ツ
木
正
次
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
三
三
七
号
(
一
九
六
六
年
〉
一
四
六
ペ
ー
ジ
は
疑
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説

聞
を
示
し
な
が
ら
同
じ
結
論
を
採
用
し
、
佐
藤
哲
夫
・
渉
外
判
例
百
選
(
増
補
版
一
九
七
六
年
)
二
七
0
ペ
ー
ジ
は
、
二
重
訴
訟
の
多
く
の
場
合
、
我

国
の
国
際
管
轄
が
否
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
同
じ
結
論
を
採
用
す
る
。

〈H
H
)

斎
藤
・
前
掲
一
三
三
ペ
ー
ジ
。

(
何
日
)
海
老
沢
美
広
「
外
国
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
係
属
と
二
重
起
訴
の
禁
止
」
青
山
法
学
論
集
八
巻
四
号
(
昭
和
四
四
年
)
一
ペ
ー
ジ
、
沢
木
敬
郎
「
既

判
カ
の
国
際
的
抵
触
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
六
一
号
(
一
九
七
八
年
〉
九
二
ペ
ー
ジ
、
田
辺
信
彦
・
ジ
ュ
リ
ス
ト
七
二
五
号
(
一
九
八

O
年
)
一
五

0
ペ
ー

ジ
、
大
須
賀
皮
・
国
際
私
法
の
争
点
(
一
九
八
O
年
)
一
六
九
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
岡
本
善
八
・
渉
外
判
例
百
選
(
矯
補
版
)
一
七
二
ペ
ー
ジ
も
判
例
の

立
場
に
疑
問
を
示
し
、
石
黒
一
憲
「
国
際
民
事
訴
訟
法
上
の
諸
問
題
l
序
説
的
検
討
l
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
八
一
号
〈
一
九
七
九
年
〉
一
九
七
ペ
ー
ジ
は

国
際
的
重
複
訴
訟
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
。

(
必
)
沢
木
・
前
掲
九
三
l
九
四
ペ
ー
ジ
。

弓必晶
画侃I

四

検

討

通
の
原
則
は
存
在
し
な
い
。

〈
門
別
〉

則
で
あ
る
。
我
国
の
通
説
は
、
重
複
訴
訟
禁
止
の
根
拠
と
し
て
、

ω二
重
に
訴
訟
追
行
を
強
い
ら
れ
る
後
訴
の
被
告
の
迷
惑
、

ω重
複
し
た
審

判
を
す
る
こ
と
は
訴
訟
制
度
と
し
て
も
不
経
済
で
あ
る
こ
と
、

ω同
-
事
件
に
つ
い
て
矛
盾
す
る
判
決
が
生
じ
て
混
乱
を
来
た
す
こ
と
を
回

〈
畑
町

V

避
す
る
こ
と
の
三
点
を
あ
げ
る
。
特
に
、

ωの
目
的
が
あ
る
の
で
、
重
複
訴
訟
の
禁
止
は
既
判
力
制
度
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
る
。
そ

こ
で
、
国
際
重
複
訴
訟
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
内
国
重
複
訴
訟
を
禁
止
す
る
根
拠
が
国
際
重
複
訴
訟
に
も
妥
当
す
る
か
否
か
を
ま
ず
芳
え

外
国
の
訴
訟
係
属
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
国
に
お
い
て
こ
れ
を
承
認
す
る
方
向
へ
の
動
き
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
各
国
に
共

こ
れ
に
対
し
、
内
国
重
複
訴
訟
の
場
合
、
先
に
提
起
さ
れ
た
訴
訟
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
は
各
国
に
共
通
の
法
原

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
に
、
内
国
に
お
け
る
既
判
力
の
抵
触
だ
け
で
な
く
、
国
際
的
な
紛
争
の
統
一
的
な
解
決
と
い
う
国
際
私
法
の
要
請

か
ら
国
際
的
な
既
判
カ
の
抵
触
に
つ
い
て
も
芳
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
わ
が
国
の
裁
判
所
の
負
担
を
軽
減
し
、
当
事
者
間
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で
も
同
一
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
何
度
も
訴
訟
を
し
、
あ
る
い
は
そ
の
解
決
が
区
々
と
な
っ
て
不
便
困
惑
を
感
じ
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め

に
作
ら
れ
た
外
国
判
決
の
承
認
制
問
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。
国
際
重
複
訴
訟
の
問
題
も
外
国
判
決
の
承
認
も
国
際
的
な
紛
争
の
統
一
的

な
解
決
を
は
か
る
制
度
と
し
て
統
一
的
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
民
訴
法
二

O
O条
が
一
定
の
要
件
の
下
に
外
国
判
決

を
自
動
的
に
承
認
し
、
か
つ
外
国
判
決
が
我
国
の
国
際
私
法
が
指
示
す
る
準
拠
法
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
を
要
件
と
せ
ず
、
広
く
外
国
判
決

を
承
認
す
る
立
場
を
取
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
4

そ
こ
で
、
右
の
こ
と
を
芳
慮
し
な
が
ら
、
外
国
訴
訟
係
属
を
承
認
し
な
か
っ
た
場
合
に
ど
の
よ
う
な
結
果
が
生
ず
る
か
を
検
討
す

る
。
外
国
の
裁
判
所
に
ま
ず
訴
訟
が
係
属
し
、
そ
の
係
属
中
に
我
国
の
裁
判
所
に
訴
訟
が
係
属
し
、
そ
の
後
、
我
国
の
訴
訟
係
属
中
に
外
国

判
決
が
言
い
渡
さ
れ
確
定
し
た
と
す
る
。
外
国
判
決
が
確
定
し
て
も
当
該
判
決
が
民
訴
法
二

O
O条
の
要
件
を
み
た
さ
な
い
た
め
承
認
さ
れ

な
い
も
の
で
あ
れ
ば
、
未
だ
我
国
で
は
判
決
が
存
在
し
な
い
の
だ
か
ら
我
国
の
訴
訟
を
続
行
し
、
判
決
を
言
渡
す
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、

当
該
外
国
判
決
が
我
国
で
承
認
さ
れ
る
な
ら
、
既
判
力
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
我
国
の
裁
判
所
は
外
国
判
決
に
矛
盾
す
る
判
決
を
で
き
な
く

な
る
。
従
っ
て
、
我
国
の
裁
判
所
の
審
理
は
必
要
な
か
っ
た
も
の
と
な
る
。
次
に
、
外
国
判
決
の
確
定
前
に
我
国
の
判
決
が
な
さ
れ
、
そ
の

国際的な重複訴訟に関するー考察

後
、
外
国
判
決
、
我
国
の
判
決
の
順
に
判
決
が
確
定
し
た
場
合
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
大
阪
地
裁
昭
和
五
二
年
一
一
一
月
二
二
日
判
決
は
、

我
国
の
判
決
に
反
す
る
外
国
判
決
は
、
一
言
渡
、
確
定
の
前
後
に
関
係
な
く
民
訴
法
二

O
O条
三
号
の
公
序
に
反
し
承
認
さ
れ
な
い
と
れ
認
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
は
次
に
検
討
す
る
日
本
の
裁
判
所
が
先
に
判
決
を
言
渡
し
た
場
合
と
同
じ
に
な
る
。
し
か
し
、
通
説
の
よ
う
に
我

国
の
確
定
判
決
に
反
す
る
外
国
判
決
が
公
序
に
反
す
る
と
芳
え
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
も
外
国
判
決
は
そ
の
他
の
要
件
を
み
た
す
限

り
承
認
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
国
内
で
既
判
力
の
抵
触
が
生
ず
る
こ
と
と
丸
待
。
三
番
目
に
、
外
国
訴
訟
を
追
い
越
し
て
我
国
の
裁
判
所
の
判

決
が
先
に
確
定
し
た
場
合
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
外
国
訴
訟
係
属
を
無
視
し
て
言
渡
さ
れ
た
我
国
の
判
決
が
外
国
で
承
認

さ
れ
る
な
ら
我
国
の
判
決
の
外
国
で
の
既
判
力
に
よ
り
外
国
裁
判
所
の
そ
れ
ま
で
の
審
理
は
無
意
味
と
な
る
。
外
国
で
承
認
さ
れ
な
い
場
合
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説

は
、
外
国
と
我
国
と
の
聞
で
判
決
の
抵
触
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
我
国
の
判
決
が
外
国
で
承
認
さ
れ
る
か
否
か
と
関

係
な
く
、
我
国
の
確
定
判
決
に
反
す
る
外
国
判
決
は
承
認
さ
れ
な
い
か
ら
我
国
で
は
既
判
力
の
抵
触
は
生
じ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な

結
果
は
、
外
国
訴
訟
の
被
告
が
、
我
国
で
有
利
な
判
決
を
得
ら
れ
る
と
信
ず
る
限
り
我
国
で
訴
訟
を
提
起
し
、
そ
れ
を
促
進
す
る
こ
と
に
よ

り
我
国
で
彼
に
不
利
な
外
国
判
決
が
承
認
さ
れ
る
こ
と
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
結
果
を
導
き
、
国
際
的
な
判
決
の
抵
触
を
回
避
す
る
た
め

に
も
う
け
ら
れ
た
外
国
判
決
承
認
の
制
度
を
無
意
味
な
ら
し
め
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
国
際
的
な
判
決
の
低
触
及
び
内
国
で
の
判
決
の

抵
触
を
回
避
す
る
た
め
に
は
、
外
国
訴
訟
に
お
い
て
言
渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
判
決
が
我
国
で
承
認
さ
れ
う
る
場
合
は
、
当
該
外
国
訴
訟
係
属

弓ι
同羽目

を
承
認
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
次
に
、
外
国
訴
訟
係
属
が
生
じ
て
い
る
場
合
に
、
原
告
は
さ
ら
に
我
国
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
必
要
が
あ
る
か
を
検
討
す

る
。
内
国
重
複
訴
訟
に
関
す
る
通
説
が
、
内
国
重
複
訴
訟
禁
止
の
原
則
の
根
拠
と
し
て
上
げ
て
い
る
別
訴
で
応
訴
を
し
い
ら
れ
る
後
の
訴
訟

の
被
告
の
迷
惑
の
な
か
に
は
、
当
然
、
原
告
が
そ
の
必
要
も
な
い
の
に
別
訴
を
提
起
し
て
と
い
う
前
提
が
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
小

山
教
授
は
内
国
重
複
訴
訟
の
禁
止
の
根
拠
と
し
て
「
原
告
が
同
じ
事
件
に
つ
い
て
二
重
に
訴
え
を
起
こ
し
た
場
合
、
原
告
に
は
そ
の
必
要
が

(
臼
)

認
め
ら
れ
(
な
い
と
こ
と
を
上
げ
て
い
る
0

・
内
国
重
複
訴
訟
の
場
合
、
園
内
の
裁
判
所
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
裁
判
所
の
手
続
を
支
配
す
る

法
律
が
同
じ
で
あ
り
、
ま
た
適
用
さ
れ
る
法
律
も
同
じ
で
あ
り
、
従
っ
て
得
ら
れ
る
判
決
の
内
容
・
質
・
効
力
が
同
じ
だ
か
ら
、
原
告
は
別

訴
を
お
こ
す
必
要
は
な
い
と
芳
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
外
国
裁
判
所
と
内
国
裁
判
所
と
の
間
で
は
、
そ
の
裁
判
所
を
支
配
す

る
手
続
法
・
国
際
私
、
法
が
異
な
り
、
そ
の
う
え
裁
判
所
を
支
配
す
る
言
語
も
異
な
り
、
そ
の
結
果
、
裁
判
所
の
相
違
が
訴
訟
の
勝
敗
に
決
定

的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
が
払
認
。
こ
の
よ
う
な
利
益
状
況
の
差
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
有
す
る
か
を
共
通
原
告
事
件
と
逆
当
事
者
事
件
に
分

け
て
芳
え
る
。
ま
ず
、
共
通
原
告
事
件
で
は
、
内
国
重
複
訴
訟
の
場
合
、
内
国
の
ど
の
裁
判
所
で
訴
訟
を
行
な
っ
て
も
法
律
上
は
同
じ
効
力

を
有
す
る
同
じ
救
済
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
原
告
は
二
重
に
訴
え
を
提
起
す
る
必
要
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
、
国
際
的
な
重
複
訴
訟
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で
は
、
外
国
判
決
が
我
国
で
承
認
さ
れ
な
い
場
合
は
原
告
は
我
国
で
も
判
決
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
り
、
重
複
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
必
要

が
あ
る
。
外
国
判
決
が
承
認
さ
れ
る
場
合
で
も
、
外
国
訴
訟
よ
り
も
我
国
の
訴
訟
の
方
が
原
告
に
有
利
な
判
決
を
容
易
に
得
ら
れ
そ
う
な
場

合
、
原
告
に
重
複
し
て
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
原
告
は
訴
え
の
提
起
時
に
我
国
の
裁
判
所

に
も
訴
え
を
提
起
し
得
た
の
に
あ
え
て
外
国
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
し
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
訴
訟
が
不
利
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
重
複

し
て
我
国
の
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
原
告
は
、
訴
え
提
起
時
に
裁
判
所
を
選
択
す
る
権
利
を
有
し
そ
の
権
利
を
行
使

門
部
)

し
た
の
だ
か
ら
、
そ
の
結
果
が
原
告
の
不
利
益
に
結
び
つ
い
て
も
や
む
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

次
に
逆
当
事
者
事
件
で
あ
る
が
、
内
国
重
複
訴
訟
で
は
、
ど
こ
の
裁
判
所
で
審
理
し
て
も
法
律
上
得
る
こ
と
が
で
き
る
救
済
は
同
じ
で
あ

る
か
ら
特
に
被
告
に
別
訴
を
提
起
さ
せ
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
既
に
訴
訟
が
係
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
訴
訟
の
な
か

で
一
緒
に
審
理
す
る
こ
と
が
訴
訟
経
済
上
も
好
ま
し
い
。
こ
れ
に
対
し
、
国
際
重
複
訴
訟
の
場
合
、
各
国
で
国
際
私
法
ひ
い
て
は
準
拠
法
が

異
な
り
、
外
国
で
は
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る
が
我
国
で
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
外
国
訴
訟
の
被
告
は
我
国
の
裁

判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
利
益
を
有
す
る
。
し
か
も
、
彼
は
外
国
訴
訟
に
関
し
て
裁
判
所
を
選
択
す
る
権
利
を
行
使
し
て
い
な
い
の
だ
か

〈
間
出
〉

ら
、
こ
こ
で
は
選
択
権
を
行
使
し
た
こ
と
を
根
拠
に
後
訴
を
禁
止
し
得
な
い
。
し
か
し
、
前
訴
の
判
決
が
先
に
確
定
し
我
国
で
承
認
さ
れ
れ

ば
我
国
の
訴
訟
は
無
駄
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
重
複
訴
訟
の
場
合
、
外
国
訴
訟
の
被
告
は
外
国
訴
訟
の
引
き
延
ば
し

閤際的な重複訴訟に関する一考察

と
我
国
の
訴
訟
の
促
進
を
は
か
り
、
外
国
訴
訟
の
原
告
は
外
国
訴
訟
の
促
進
と
我
国
の
訴
訟
の
引
き
延
ば
し
を
は
か
り
、
結
果
的
に
両
方
の

訴
訟
が
遅
延
す
る
だ
け
で
な
く
訴
訟
費
用
も
不
必
要
に
多
く
な
る
事
態
が
発
生
す
る
。
し
か
も
、
民
訴
法
二

O
O条
が
外
国
判
決
の
承
認
に

あ
た
り
準
拠
法
を
要
件
と
し
て
い
な
い
の
は
、
準
拠
法
の
相
違
に
よ
り
我
国
で
あ
れ
ば
勝
訴
で
き
た
の
に
外
国
で
敗
訴
し
た
と
い
う
事
態
を

容
認
し
て
い
る
と
芳
え
ら
れ
る
。
逆
当
事
者
事
件
の
場
合
は
、
双
方
が
自
己
の
有
利
な
裁
判
所
に
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
多
く
、
従
っ
て

国
際
的
な
判
決
抵
触
の
可
能
性
も
多
い
。
こ
こ
で
は
、
民
訴
法
二

O
O条
が
準
拠
法
を
外
国
判
決
の
要
件
と
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
準
拠
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法
の
違
い
に
よ
る
当
事
者
の
利
益
よ
り
も
、
訴
訟
経
済
及
び
判
決
抵
触
の
回
避
の
要
請
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。
但
し
、
逆
当
事

者
事
件
で
も
、
原
告
の
所
有
権
確
認
の
訴
え
に
対
し
被
告
も
同
一
物
の
所
有
権
の
確
認
を
求
め
訴
え
提
起
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
内
国
重
複

訴
訟
で
あ
れ
ば
別
訴
は
禁
止
さ
れ
る
が
反
訴
は
許
さ
れ
る
と
い
う
主
的
に
あ
っ
て
は
、
外
国
裁
判
所
が
被
告
の
訴
え
に
つ
い
て
管
轄
を
有
す

論

る
こ
と
が
外
国
訴
訟
係
属
承
認
の
要
件
と
な
る
。

四
こ
の
よ
う
に
、
外
国
訴
訟
で
言
渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
判
決
が
承
認
さ
れ
う
る
場
合
、
外
国
訴
訟
係
属
は
承
認
さ
れ
る
と
芳
え
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
批
判
が
あ
り
う
る
。
そ
の
第
一
は
、
外
国
判
決
が
承
認
さ
れ
る
か
否
か
は
訴
訟
係
属
中
に
確
定
的
に
判
断
し
得

(回〉

な
い
と
言
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
民
訴
法
二

O
O条
に
規
定
す
る
要
件
の
う
ち
、

一
号
及
び
四
号
は
訴
訟
係
属
中
に
確
実
に
判
断
で
き

る
。
二
号
に
つ
い
て
も
日
本
人
被
告
が
公
示
送
達
の
方
法
に
よ
ら
な
い
で
送
達
を
受
け
た
か
否
か
、
あ
る
い
は
応
訴
し
た
か
否
か
は
訴
訟
係

属
中
に
確
実
に
判
断
で
き
る
。
従
っ
て
、
少
な
く
と
も
民
訴
法
ニ

O
O条
一
号
、
二
号
及
び
四
号
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合
は
確
実

に
外
国
判
決
が
承
認
さ
れ
な
い
と
言
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
要
件
を
満
た
し
て
も
民
訴
法
二

O
O条
三
号
の
要
件
も
満
た
さ
な
け
れ

ば

外

国

判

決

は

承

認

さ

れ

な

い

。

公

序

規

定

と

い

う

の

は

法

例

三

O
条
の
解
釈
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
留
保
条
項
で
あ

〈

ω)

り
、
外
国
判
決
が
公
序
に
反
す
る
と
さ
れ
る
場
合
は
例
外
的
場
合
で
あ
る
。
従
っ
て
、
特
に
例
外
的
に
公
序
に
反
す
る
と
い
う
事
実
が
示
さ

れ
な
い
限
り
、
民
訴
法
二

O
O条
一
号
、
二
号
(
但
し
、
敗
訴
の
点
は
除
く
)
、
及
び
四
号
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
外
国
判
決

(
目
出
〉

は
承
認
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
訴
訟
係
属
中
は
承
認
さ
れ
う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
が
、
現
実
に
言

し
か
し
な
が
ら
、

渡
さ
れ
た
判
決
の
内
容
が
公
序
に
反
し
承
認
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
内
国
訴
訟
が
重
複
訴
訟
に
あ
た
る
と
し
て

却
下
さ
れ
て
い
た
場
合
、
時
効
な
ど
に
よ
り
原
告
が
再
度
内
国
訴
訟
を
提
起
し
得
な
い
こ
と
が
あ
る
。
従
っ
て
、
内
国
訴
訟
を
維
持
し
て
お

〈
必
要
が
あ
る
。
内
国
訴
訟
を
維
持
し
て
お
い
て
も
こ
れ
を
進
行
さ
せ
ず
、
外
国
判
決
が
確
定
し
承
認
さ
れ
た
後
に
既
判
力
に
従
っ
て
訴
え

の
却
下
ま
た
は
請
求
を
棄
却
す
札
側
、
重
複
訴
訟
禁
止
の
目
的
は
達
し
う
る
。
外
国
訴
訟
係
属
承
認
の
効
果
を
却
下
で
な
く
中
止
と
考
え
る
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〈

m
w
u

こ
と
に
よ
り
原
告
の
不
利
益
を
回
避
で
き
る
。

〈
山
田
〉

そ
の
第
二
は
、
外
国
判
決
が
承
認
さ
れ
る
と
し
て
も
執
行
判
決
の
取
得
に
時
間
と
労
力
を
要
し
、
我
国
で
重
複
し
て
訴
訟
を
す
る
労
力
と

差
が
な
い
し
、
重
複
訴
訟
を
許
し
た
方
が
早
く
勝
訴
原
告
を
救
済
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
し
か
し
民
事
執
行
法
二
四
条
の

執
行
判
決
の
要
件
の
主
た
る
も
の
は
民
訴
法
二

O
O条
の
要
件
の
充
足
の
有
無
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
件
の
う
ち
一
号
な
い
し
三
号
の
判
断

は
容
易
で
あ
り
、
四
号
の
判
断
も
判
例
の
集
積
に
よ
り
容
易
と
な
る
。
従
っ
て
、
民
事
執
行
法
二
四
条
、
民
訴
法
二

O
O条
の
下
で
は
執
行

判
決
の
取
得
の
た
め
に
そ
れ
ほ
ど
時
間
と
労
力
を
要
し
な
NJl

到
最
後
に
、
外
国
訴
訟
係
属
の
承
認
に
際
し
問
題
と
な
る
い
く
つ
か
の
事
項
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

そ
の
第
一
は
、
ど
の
よ
う
な
事
件
を
も
っ
て
、
事
件
に
同
一
一
性
が
あ
る
と
言
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
内
国
重

複
訴
訟
で
も
争
い
が
あ
る
。
国
際
重
複
訴
訟
で
は
国
際
私
法
上
の
法
性
決
定
が
各
国
で
異
な
り
、
さ
ら
に
準
拠
法
も
各
国
で
異
な
る
。
従
っ

て
、
事
件
の
同
一
の
た
め
に
請
求
の
原
因
も
同
一
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
れ
ば
国
際
重
複
訴
訟
に
お
い
て
同
一
事
件
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な

国際的な重複訴訟に関する一考察

る
。
そ
こ
で
、
判
決
の
抵
触
を
回
避
し
、
訴
訟
経
済
を
は
か
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
重
複
訴
訟
を
回
避
す
る
必
要
が
あ
る
か
と
い
う
観

点
か
ら
芳
え
る
必
要
が
あ
る
。
特
定
物
の
引
き
渡
し
請
求
事
件
で
あ
れ
ば
、
目
的
物
が
共
通
で
あ
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。
形
成
判
決
で
は
、

例
え
ば
、
形
成
権
に
よ
り
消
滅
す
る
法
律
関
係
が
共
通
で
あ
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
芳
え
る
と
、
二
つ
の
事
件
の
誇
求
の
基
礎

に
あ
る
事
実
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
事
件
の
客
観
的
同
一
性
が
あ
る
と
芳
え
ら
れ
る
。

第
二
に
、
外
国
訴
訟
係
属
の
有
無
を
決
す
る
準
拠
法
は
当
該
外
国
法
か
日
本
法
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
外
国
訴
訟
係
属
の
承
認
に
あ
っ

て
は
、
当
該
外
国
で
訴
訟
係
属
が
あ
る
と
さ
れ
る
状
態
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
か
ら
、
当
該
外
国
の
訴
訟
法
に
よ
っ
て
判
断
す

ハ
m
w
)

る
こ
と
と
な
る
。

最
後
に
外
国
訴
訟
係
属
は
職
権
調
査
事
項
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
と
な
る
。
外
国
訴
訟
係
属
の
承
認
も
内
国
重
複
訴
訟
の
禁
止
の
原
則
と

北法31(3-4・1-287)1219 



説

〈
釘
)

同
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
内
国
重
複
訴
訟
の
場
合
と
同
じ
く
職
権
調
査
事
項
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
内
国
重
複
訴
訟
の
場
合
と

論

取
り
消
し
得
な
い
も
の
と
な
る
。

同
じ
く
、
外
国
訴
訟
係
属
に
気
づ
か
ず
審
理
し
、
外
国
訴
訟
よ
り
先
に
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
確
定
し
た
場
合
、
そ
の
よ
う
な
我
国
の
判
決
は

(
幻
)
民
訴
法
二
三
一
条
、
ド
イ
ツ
民
訴
法
二
六
一
条
、
フ
ラ
ン
ス
民
訴
法
一

O
O条
以
下
、
イ
タ
リ
ア
民
訴
法
三
九
条
以
下
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
民
訴
法
一

三
章
六
款
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
玄
白
出
。
ロ
弓
〈
-
F
0
4
4
2
0
g
N〉
誌
の
E
・
U
-
u
ミ・

8
0・

(
川
明
)
兼
子
一
・
新
修
民
事
訴
訟
法
体
系
〈
増
訂
版
一
九
六
五
年
)
一
七
四
ペ
ー
ジ
、
小
山
昇
・
民
事
訴
訟
法
(
三
訂
版
一
九
七
九
年
)
二

O
九
ペ
ー
ジ
、

新
堂
幸
司
・
民
事
訴
訟
法
(
昭
和
四
九
年
)
一
五
五
ペ
ー
ジ
な
ど
。

(
川
崎
)
兼
子
・
体
系
三
三
八
ペ
ー
ジ
。

(
印
)
判
例
タ
イ
ム
ズ
三
六
一
号
一
二
六
ペ
ー
ジ
、
同
旨
、
岩
野
外
編
・
注
解
強
制
執
行
法

ω
(昭
和
四
九
年
)
一
四
五
ペ
ー
ジ
(
三
井
哲
夫
判
事
執
筆
〉
。

(
日
〉
菊
井
日
村
松

I
ハ
会
訂
版
・
昭
和
五
二
年
)
一
一
一
ニ
八
ペ
ー
ジ
、
斎
藤
編

ω
(昭
和
四
八
年
)
コ
一
五
三
ペ
ー
ジ
〈
小
室
直
人
教
授
執
筆
〉
。

(

m

M

)

外
国
判
決
言
渡
し
後
確
定
前
に
内
閣
判
決
が
言
渡
さ
れ
、
そ
の
後
外
国
判
決
、
内
国
判
決
の
順
に
確
定
し
た
場
合
、
内
外
判
決
の
内
容
が
異
な
れ
ば

既
判
力
の
抵
触
が
生
ず
る
。
外
国
判
決
も
我
国
で
承
認
さ
れ
た
以
上
、
我
国
の
判
決
と
同
等
の
既
判
カ
を
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の

よ
う
な
場
合
、
内
国
判
決
相
互
の
既
判
力
の
低
触
の
場
合
と
同
じ
く
、
取
り
消
さ
れ
る
ま
で
は
後
の
判
決
が
優
先
す
る
こ
と
に
な
る
。

{
臼
)
さ
ら
に
、
我
国
の
訴
訟
係
属
が
先
に
生
じ
た
場
合
を
考
え
る
と
、
外
国
裁
判
所
が
我
国
の
裁
判
所
の
訴
訟
係
属
を
無
視
し
て
判
決
を
し
て
も
、
そ
の

判
決
が
確
定
し
た
場
合
、
我
国
の
裁
判
所
は
外
国
判
決
が
我
国
の
訴
訟
係
属
を
無
視
し
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
理
由
に
承
認
を
拒
絶
し
得
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
承
認
を
拒
絶
す
る
こ
と
は
国
際
私
法
の
内
外
平
等
の
原
則
に
反
す
る
し
、
我
国
の
裁
判
所
が
外
国
訴
訟
係
属
を
無
視
す
る
以
ょ
、
我
国
の
訴
訟

係
属
を
無
視
す
る
外
国
訴
訟
手
続
を
公
序
に
反
す
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
外
国
判
決
に
よ
り
成
田
の
訴
訟
が
無

意
味
に
な
る
。

(
M
〉
小
山
・
二

O
九
ペ
ー
ジ
。

(
日
)
石
黒
・
前
掲
参
照
。

ハ
白
山
〉
喝
色
曲
目

o
p
。
旬

-nx-
唱
・
由

a
・

北法31(3-4・1.288)1220 



(
幻
)
司
色
白
血

D
P
F正
・
ゅ
・
由
-
戸

(
m
m
)

小
山
・
二
一

0
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
印
)
ド
イ
ツ
法
に
つ
き
、

ω円
Y
5
8
(時
同

)ω
・旧日
M
-

〈
印
〉
海
老
沢
美
広
・
国
際
私
法
演
習
(
昭
和
四
八
年
)
一
一
一
五
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
川
町
)
出
回
『
白

n
Z
E
-
何
回
『
色
田

N
-
ω
-
M
芯
-
同
vhvzgpOHM-nFHMU・
ミ
!
呂
参
照
。

(
位
〉
小
山
・
三
八
三
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
臼
)
国
各
国
n
Z
E
(時
同

)ω
・
食
品
参
照
。

イ
ギ
リ
ス
法
で
も
重
複
訴
訟
の
効
果
は
中
止
で
あ
る
。
な
お
、
住
吉
博
・
重
複
訴
訟
禁
止
原
則
の
再
構
成
〈
法
学
新
報
七
七
巻
四
・
五
・
六
号
九
五

ペ
ー
ジ
以
下
)
は
内
国
重
複
訴
訟
に
つ
い
て
も
中
止
を
認
め
る
。

(
臼
〉
ド
イ
ツ
法
に
つ
き

ω口冨叶
N
O
(

昨
乙
ω・M
m
M

参
照
。

(
田
山
)
離
婚
判
決
の
よ
う
な
形
成
判
決
で
は
、
執
行
判
決
も
必
要
と
し
な
い
の
で
全
く
時
間
と
労
力
を
要
し
な
い
。

ハ

ω〉
海
老
沢
・
(
注
何
回
)
一
ニ
二
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
釘
〉
海
老
沢
・
(
注
必
)
コ
一

0
ペ
ー
ジ
も
同
様
に
考
え
る
。
し
か
し
、
大
須
賀
・
(
注
何
日
)
は
反
対
。

国際的な重複訴訟に関する一考察

五

結

論

く
、
国
際
重
複
訴
訟
の
規
定
を
欠
怯
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

コ
国
際
重
複
訴
訟
で
は
、
先
に
提
起
さ
れ
た
外
国
訴
訟
で
言
渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
判
決
が
我
国
で
承
認
さ
れ
う
る
場
合
、
後
に
提
起
さ

れ
た
我
国
の
訴
訟
は
中
止
さ
れ
る
。

三

民
訴
法
一
三
一
二
条
は
内
国
重
複
訴
訟
に
つ
い
て
の
み
規
定
し
て
い
る
が
、

そ
の
こ
と
は
国
際
重
複
訴
訟
を
許
容
す
る
趣
旨
で
は
な

先
に
提
起
さ
れ
た
外
国
訴
訟
で
言
渡
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
判
決
が
、
民
訴
法
二

O
O条
一
号
、
二
号
、
及
び
四
号
の
要
件
を
み
た
す
場
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説

合
は
、
当
該
外
国
判
決
が
公
序
に
反
す
る
特
別
の
事
情
が
立
証
さ
れ
な
い
限
り
当
該
外
国
判
決
は
承
認
さ
れ
る
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。

論
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Rechtshangigkeit des auslandischen Verfahrens 

Tetsuo YABUKI* 

(1) Bei der internationalen Rechtshangigkeit， wenn das Urteil 
des auslandischen Gerichts im vorher eingeleiteten Prozes in Japan 

anerkannt sei， setze sich der nachher eingeleitete Prozeβvor dem 
unsrigen Gericht aus. 

(2) Das Urteil des auslandischen Gerichts im vorher ein-

geleiteten Prozeβsei in Japan anerkannt， das die Bedingungen im 

Art. 200 SS 1， 2， 4 der Zivilprozesordnung erfulle， nur wenn nicht 
bewiesen sei， das das Urteil gegen die ordre public widrig ware. 

* Rechtsanwalt， Dozent an der okonomischen Fakultat der Hokusei幽
Universitat 
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